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社会保険庁については、事業運営に関する様々な指摘がなされるとともに、不祥事案も生じ

たところであり、国民の信頼回復に向けて、業務・組織両面にわたる抜本的な改革を着実に進

める必要がある。

政府管掌健康保険（政管健保）については、現在、政府を保険者として社会保険庁が事業の

運営を行っているが、先般の医療構造改革により、自主自律の運営による保険者機能の強化や、

地域の実情を踏まえた取組みの推進を図るため、2008（平成20）年10月に国とは切り離された

全国単位の公法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県単位の財政

運営を基本とすることとした（第１部第４章第４節（138頁）参照）。

また、公的年金制度については、国民の信頼の下、安定的に運営されるためには、国民の信

頼に応えることができる事業運営体制とすることが不可欠であることから、2006（平成18）年

９月に「ねんきん事業機構法案」を第164回通常国会に提出したが、同法案の審議の時期に、各

地の社会保険事務所において、国民年金保険料の免除等に係る事務処理について、法令等に定

める手続に反する多くの事例があったことが明らかになったこともあり、同法案は審議未了廃

案となった。社会保険庁の改革については、改めて、与党年金制度改革協議会において検討さ

れることになり、2006年12月に同協議会において「社会保険庁改革の推進について」が取りま

とめられた。ここで示された、国民の目線に立った改革を更に進めていくという方針の下、

2007（平成19）年３月、社会保険庁を廃止・解体６分割し、厚生労働大臣が公的年金に係る財

政責任・管理運営責任を担うこととする一方、新たに非公務員型の年金公法人を設置すること

とする「日本年金機構法案」を第166回通常国会に提出した。同法案は、2007年６月30日に成立

し、社会保険庁は、2010（平成22）年１月に日本年金機構に移行することが予定されている

（第７節（302頁）参照）。

（1）社会保険・労働保険徴収事務センターの設置

厚生労働省では、事業主の利便性の向上や行政事務の効率化を図る観点から、社会保険と労

働保険の徴収事務のうち、可能な事務について一元的な実施を行っている。

具体的には、2003（平成15）年に「社会保険・労働保険徴収事務センター」（以下「センター」

という。）を全国の社会保険事務所内に設置し、現在、以下の事務について一元的な実施を行っ

ている。

第11章 行政体制の整備
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1 社会保険庁の組織改革

2 社会保険・労働保険の徴収事務の一元化の推進



第

章
11

厚生労働白書（19）292

１）申請・届出の受付

社会保険料算定の基礎となる賃金の届出（社会保険の算定基礎届）や労働保険の保険料額の

届出（労働保険の年度更新申告書）、新たに労働者を採用した際に提出する被保険者資格取得届

などの両保険に共通する申請・届出を一括して受け付けている。

２）説明会の開催

社会保険、労働保険の適用事業所に対する説明会を開催し、両保険の申告・届出書の記載方

法の説明、制度改正の情報提供を行っている。

３）事業所調査及び滞納整理の実施

社会保険、労働保険の賃金や保険料額に関する事業所調査、両保険の保険料を滞納している

事業所に対して行う差押えなどの滞納整理を一括して実施している。

このほか、事業所の設置、被保険者の資格取得など同一時期に行う共通の複数の申請・届出

は、インターネットを利用し、一括して申請することも可能としている。

（2）今後の取組み

今後とも、以下のような形で社会保険と労働保険の徴収事務の一元的な実施を進めていくこ

ととしている。

まず、法律改正が必要な事項については、「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法

等の一部を改正する法律案」に、2009（平成21）年度より労働保険の年度更新申告書の提出期

限（５月20日）と社会保険の算定基礎届の期限（７月10日）を７月10日に統一することなどを

盛り込み、2007（平成19）年の第166回通常国会に提出し、同年６月30日に成立したところであ

る。また、社会保険と労働保険の申請・届出様式について、様式ごとの記載事項の必要性も検

証しつつ共通様式化に向けた検討を行うなど、運用面での見直しも行うこととしている。

独立行政法人制度は、より良い行政サービスの提供を目的として導入された制度であり、厚

生労働省が所管する独立行政法人は、16法人（共管法人２法人を含む。）（2007（平成19）年４

月１日現在）となっている。

（1）国立高度専門医療センターの独立行政法人への移行について

国立高度専門医療センター（ナショナルセンター）は、６つのセンターにおいて医療の専門

分野ごとに高度先駆的医療の提供や画期的治療法の研究、研修等を実施しているが、行政改革

1 独立行政法人に関する取組み

独立行政法人、公益法人に関する取組み第2節
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推進法や「国の行政機関の定員の純減について」（2006（平成18）年６月30日閣議決定）におい

て、2010（平成22）年度に各ナショナルセンターが独立行政法人へ移行することが決定された。

今後は、各ナショナルセンターがそれぞれの分野において十分に機能を発揮できるよう、更な

る充実・強化を行うこととしている。

（2）独立行政法人の見直し

独立行政法人制度では、３年から５年の定められた期間（中間目標期間）の終了時に、組織

体制や業務全般に関する見直しが行われることとなっており、2006年度は、独立行政法人雇

用・能力開発機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人福祉医療機構の見直

しが行われた。各法人の概要及び見直し内容は以下のとおりである。

独立行政法人雇用・能力開発機構は、労働者の有する能力の有効な発揮及び職業生活の充実

を図るため、雇用管理の改善に対する援助、公共職業能力開発施設の設置及び運営並びに勤労

者の計画的な財産形成の促進の業務を実施することを目的に、2004（平成16）年３月に発足し

た。今回の見直しでは、①雇用開発業務については人材確保や職場定着に資する内容への重点

化等に取り組むこと、②機構が行う職業訓練については主にものづくり分野であって民間では

実施できないものに限定すること、③勤労者財産形成助成事業については経過措置を設けた上

ですべて廃止することとし、業務の質の確保を図りつつ、運営の効率性・自律性をより高める

こととしている。

独立行政法人労働政策研究・研修機構は、労働政策についての総合的な調査研究及び厚生労

働省の労働行政担当職員研修を実施することを目的に、2003（平成15）年10月に発足した。今

回の見直しでは、①労働政策研究事業の重点化を図るとともに、②研究内容と職員研修の一層

の連携を図ることとしている。

独立行政法人福祉医療機構は、福祉の増進並びに医療の普及、向上を図ること等を目的に、

2003年10月に発足した。今回の見直しでは、政策金融改革の趣旨を踏まえ、①福祉医療貸付事

業については政策優先度の高いものや民間の金融機関では融資が難しいものに限定することに

より重点化を図ること、②年金担保貸付事業については貸付原資の自己調達化を進めることと

している。

厚生労働省所管の公益法人は、2006（平成18）年10月現在1,120法人となっている。

公益法人改革については、2006年６月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」等が公布され、２年６か月を超えない

範囲で新制度が施行されることとなった。これらの法律の施行後、既存の公益法人は５年間の

移行期間内に公益社団法人・公益財団法人への移行の認定の申請又は一般社団法人・一般財団

法人への移行の認可の申請ができる（移行期間内に移行しない公益法人は解散したものとみな

される）こととされているため、厚生労働省としても、所管の公益法人が定められた期間内に

それぞれの移行先を選択できるよう取組みを進めているところである。

2 公益法人に関する取組み
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公益法人の指導監督については、2001（平成13）年２月、政府として全面的な見直しが行わ

れ、厚生労働省においても、指導監督の責任体制を確立するとともに、少なくとも３年に１回

の立入検査（2003（平成15）～2005（平成17）年の立入検査実施率97.8％）を実施するなど、

指導監督の一層の強化・徹底を図っている。また、2006年８月に、公益法人の指導監督基準の

改正が図られ、所管官庁出身者の定義の見直しが行われたところである。厚生労働省において

も本基準に適合しないこととなる公益法人に対しては、経過措置期間である２年以内のできる

だけ早い時期に指導監督基準に適合するよう強力に指導するなど、今後とも引き続き、所管公

益法人の適正な業務運営の確保に取り組んでいくこととしている。

政府は「５年以内に世界最先端のＩＴ国家になる」ことを目指し、2001（平成13）年１月に

「e-Japan戦略」、同年３月に「e-Japan重点計画」を策定（重点計画については、以後毎年策定）

し、ＩＴ基盤整備を中心に情報化の推進を図ってきた。その後、政府はＩＴの利活用に政策の

軸足を移行し、2003（平成15）年７月には、「e-Japan戦略Ⅱ」、「電子政府構築計画」を策定し

た。

「e-Japan戦略」の策定から５年が経った2006（平成18）年１月のＩＴ戦略本部において、新

たに「ＩＴ新改革戦略」を策定した。これに基づき、同年７月には「重点計画‐2006」を、同

年８月には「電子政府推進計画」を策定し、目標達成のための諸施策を遂行している。

厚生労働省では、これらの戦略等に基づいて、医療分野や就労・労働分野、行政サービス分

野等におけるＩＴによる改革に取り組んでいる。

（1）厚生労働分野におけるIT利活用の促進

１）医療・健康分野の情報化

医療・健康分野においては、ＩＴの活用が、保健・医療の効率化、安全確保、質の向上に資

するものであり、ＩＴを活用した医療機関間の連携の促進、レセプトのオンライン化、健診情

報等の活用等について取り組んでいる。特に、レセプトのオンライン化については、医療保険

事務全体の効率化を図るため、医療機関等が審査支払機関に提出するレセプト及び審査支払機

関が保険者に提出するレセプトについて、個人情報の保護等に十分配慮した上で、2006（平成

18）年度からオンライン化を進め、2011（平成23）年度当初から、原則としてすべてのレセプ

トがオンラインで提出されるよう取組みを進めている。

厚生労働白書（19）294

1 情報化の推進

2 情報化の推進に向けた主な取組み

情報化の推進第3節
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２）介護・福祉分野の情報化

介護・福祉分野においては、高齢者や障害者等の自立支援や福祉サービスの質の向上を図る

ため、ＩＴを活用した生活支援機器の開発、在宅就労の支援に取り組むとともに、関連する国

家資格に係る養成課程におけるＩＴ・情報教育の導入等の検討を開始することとしている。ま

た、介護保険レセプトデータを活用し、介護サービスの高度化や質の向上、介護予防に一層効

果的に推進することとしている。

３）医療・健康・介護・福祉分野の横断的な情報化

また、「ＩＴ新改革戦略」において、医療・健康・介護・福祉分野の横断的な情報化方針、具

体的なアクションプラン等を示す情報化のグランドデザインを2006年度末までに策定すること

とされたことを受け、2007（平成19）年３月27日に、「医療・健康・介護・福祉分野の情報化グ

ランドデザイン」を決定し、公表した。この中で、医療・健康・介護・福祉分野においてＩＴ

化が進められた将来の目指すべき姿を提示するとともに、この将来の姿を踏まえ、2006年度か

ら概ね５年間に厚生労働省が取り組むべき施策及び事業の計画を示すアクションプランを盛り

込んでいる。

アクションプランの具体的内容としては、①医療分野で用いられる各種書類の記述要件や書

類の定義等の電子化・標準化の在り方について一定の見解を示すことなど、医療機関の情報化

のための取組み、②医療機関（薬局を含む）と審査支払機関間におけるレセプト請求事務を、

原則として完全オンライン化することなど、レセプトのオンライン化のための取組み、③標準

的な健診項目、標準的なデータ形式を定めることなど、生涯を通じた健康情報の電子的収集と

活用、④現行の介護給付適正化システムの検証・見直し項目の検討開始など、介護・福祉分野

における情報化の取組みをあげている。

今後、このアクションプランに基づき、着実に施策を実施していくものであるが、できる限

り早期に実行すべく努めることとしている。

４）就労・労働分野の情報化

就労・労働分野においては、インターネットや携帯電話を利用して容易に求人情報を入手す

ることができる官民連携した雇用情報システム「しごと情報ネット」について、求職者マイページ・

メール配信サービスを行う等、利用者サービスの向上を引き続き図っているところである。

（2）行政サービス分野におけるIT利活用の推進

行政サービス分野においては、対面を要する手続等一部の手続を除くほとんど全ての手続に

ついて、24時間365日オンライン申請を受け付けているが、「ＩＴ新改革戦略」において、国・

地方公共団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン利用率を、2010（平成22）年度ま

でに50％以上とすることが目標とされている。そうした目標の達成に向けて、2006（平成18）

年３月に「オンライン利用促進のための行動計画」を策定し、その着実な実施を図るとともに、

2007（平成19）年３月には追加方策に関する検討結果を踏まえた見直しを行い、オンライン利

用の更なる促進を図っている。また、ＩＴの活用による国民の利便性向上と行政運営の簡素化、
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効率化の実現のため、2006年３月に社会保険と労働保険などの業務について、同年６月にはが

ん対策情報センター業務について、それぞれ「業務・システムの最適化計画」を策定し、現在、

業務とシステムの最適化に取り組んでいる。

国民年金及び厚生年金の年金加入状況に関する照会については、インターネットバンキング

等で広く用いられているＩＤ・パスワード認証方式を活用することにより、厳格な本人確認を

行いつつ、インターネットによる即時回答を可能とする仕組みを2006年３月末に構築し、更な

る迅速化を図ったところである。

「個人情報の保護に関する法律」（2005（平成17）年４月１日全面施行）の施行に伴い、厚生

労働行政の分野においても、その分野の実情に応じたガイドライン等を策定した。

同法の全面施行後、個人情報に関する国民の意識が高まる一方、法律に対する誤解等に起因

して、各種名簿の作成が中止されたり、個人情報取扱事業者が大規模災害や事故等の緊急時に

おける家族等への情報提供を拒否するなど、「過剰反応」と言われる状況も一部に見られた。

このような状況を踏まえ、2006（平成18）年２月に、政府として「過剰反応」等に対して、

法の解釈や運用基準を明確化し、ガイドライン等を必要に応じて見直し、民間事業者等へ周知

徹底等の取組みを連携して推進することとされたことを受けて、同年４月には、「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」の見直しを行った（図表

11－３－１）。

3 個人情報保護

図表11-3-1　個人情報の保護に係るガイドライン等�

分　野�
医学研究�
�
�
�
�
医療�
�
�
�
�
�
�
雇用管理�
�
�
�
福祉�
�
職業紹介等・�
労働者派遣�
�
�
�
労働組合�
�
企業年金�

案　件�
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成16年12月28日告示）�
疫学研究に関する倫理指針（平成16年12月28日告示）�
遺伝子治療臨床研究に関する指針（平成16年12月28日告示）�
臨床研究に関する倫理指針（平成16年12月28日告示）�
ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（平成18年7月3日告示）�
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン�
（平成16年12月24日通達）�
健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン�
（平成16年12月27日通達）�
国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン�
（平成17年4月1日通達）�
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（平成17年3月31日通達)�
雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に�
関する指針（平成16年7月1日告示）�
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について�
（平成16年10月29日通達）�
福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン�
（平成16年11月30日通達)�
職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、�
労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的�
確な表示等に関して適切に対処するための指針（平成16年11月4日告示）�
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（平成16年11月4日告示）�
送出事業主が講ずべき措置に関する指針（平成17年9月30日告示）�
個人情報の適正な取扱いを確保するために労働組合が講ずべき措置に関する指針�
（平成17年3月25日告示）�
企業年金等に関する個人情報の取扱いについて（平成16年10月1日通達）�
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（1）政府の規制改革推進に関するこれまでの動き

政府の規制改革・民間開放推進会議は、2006（平成18）年12月25日に「規制改革・民間開放

の推進に関する第３次答申」（第３次答申）を決定した。この第３次答申のうち具体的施策に係

る部分については、同月26日に最大限尊重する旨の閣議決定がなされた。

また、2007（平成19）年１月26日には、規制改革・民間開放推進会議の後継組織として規制

改革会議が設置され、同年５月30日に「規制改革推進のための第１次答申」（第１次答申）を決

定した。これら第３次答申や第１次答申等を踏まえ、同年６月22日に、「規制改革推進のための

３か年計画」が閣議決定された。

（2）厚生労働行政に関わる規制改革事項

厚生労働省は、経済社会システムの構造改革が進む中で、サービスの質の向上、利用者の選

択の拡大や労働者が安心して持てる能力を十分に発揮できることにつながるような規制改革に、

これまでも積極的に取り組んできたところである。

一方、厚生労働行政の分野は、サービスや規制の内容が国民の生命・生活や労働者の労働条

件などと密接に関わるものであり、また、そのサービスの大半が保険財源や公費で賄われてい

るなど、他の分野とは異なる性格を有している。このため、規制改革を進めるに当たっては、

経済的な効果だけでなく、

①　サービスの質や安全性の低下を招いたり、安定的な供給が損なわれることがないか

②　逆に、過剰なサービス供給が生じる結果、保険料や公費の過大な負担とならないか

③ 規制を緩和した結果、労働者の保護に欠けることとなったり、生活の不安感を惹起
じゃっき

させ

ないか

などの観点から、それぞれの分野ごとに慎重な検討を行うことも必要である。

第３次答申において記載された厚生労働行政に関連する事項のうち、2006年度に措置した主

要な事項としては、以下の事項などがあげられる。

１）雇用・労働分野

雇用・労働分野に関しては、労働契約法制に関する検討結果を早急に取りまとめ、国会に法

案を提出する等所要の措置を講ずべきであることなどが盛り込まれた。この第３次答申や労働

政策審議会における議論等を踏まえ、2007年３月、第166回通常国会に「労働契約法案」を提出

し、同年７月、継続審査とされたところである。

1 厚生労働行政に関わる規制改革

規制改革等の推進第4節
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２）国際経済連携分野

国際経済連携分野に関しては、外国人を雇用するすべての事業主に対して、国籍、在留資

格・在留期限の報告の義務づけを図るべきであることなどが盛り込まれた。この第３次答申等

を踏まえ、外国人雇用状況報告制度の義務化等を内容とする「雇用対策法及び地域雇用開発促

進法の一部を改正する法律案」を、2007年２月、第166回国会に提出し、同年６月１日に成立し

たところである。

2006（平成18）年７月より「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（公共サー

ビス改革法）が施行され、同年９月には、公共サービスの改革に関する政府全体の取組みの共

通の指針や民間競争入札の対象事業などを定めた「公共サービス改革基本方針」（基本方針）が

閣議決定された。さらに、民間事業者などからの提案に基づき、同年12月に、対象事業の追加

等を行うための基本方針の改定が行われた。

この基本方針には、厚生労働行政に関係する項目として、以下のような項目などが盛り込ま

れており、これらの項目については、順次、必要な措置を講じているところである。

○ 国民年金保険料収納事業について、民間競争入札を実施すること

○ ハローワーク関連業務について、「人材銀行」事業、「キャリア交流プラザ」事業及び

「求人開拓」事業の民間競争入札を実施すること

○ 独立行政法人雇用・能力開発機構の設置・運営する「アビリティガーデン」における職

業訓練事業、「私のしごと館」における職業体験事業について、民間競争入札を実施するこ

と

○ 国民健康保険・介護保険関係の窓口関連業務について、民間委託できる範囲を明確化す

るために必要な措置を実施すること

地方分権の推進や行政の効率化、北海道地方その他の各地方の自立的発展に寄与することを

目的として、「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」（道州制特区推進法）が

制定され、2007（平成19）年１月26日に施行された。現在、北海道地方の区域が、道州制特別

区域として定められている。

この道州制特区推進法においては、北海道からの要望を踏まえ、厚生労働行政関係でも法令

の特例措置が設けられた。具体的には、「国又は独立行政法人が開設する医療機関に係る公費負

担医療等を行う指定医療機関等の指定に関する事務」（児童福祉法、生活保護法及び母子保健法

関連）及び「調理師養成施設の指定に関する事務」（調理師法関連）について、2007年度より特

例措置が実施された。

2 公共サービス改革法の制定と厚生労働行政

3 道州制特区推進法の制定と厚生労働行政
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「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（行政機関情報公開法）（2001（平成13）年

４月１日施行）は、政府の諸活動に係る説明責任が全うされるようにするとの考え方を基本に、

何人も国の行政機関の保有する行政文書の開示を求めることができる権利を定めたものであり、

厚生労働省としても、同法に基づき、保有する行政文書について開示請求があった場合は、不

開示情報として規定された事由に該当するもの以外の情報を開示している。

2006（平成18）年４月から2007（平成19）年３月までの厚生労働省に対する開示請求件数は

5,566件であり、その内訳は、本省受付分として4,641件、地方支分部局及び施設等機関の受付分

として925件であった。この受付件数は他府省庁と比較しても相当程度多く、また、その開示請

求のあった分野も広範囲にわたっており、国民生活に密接に関連する厚生労働行政に対する国

民の関心の高さをうかがうことができる。

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（行政機関個人情報保護法）（2005（平

成17）年４月１日施行）は、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定める

ことにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的と

したものであり、厚生労働省としても、同法に基づき、保有する個人情報について開示請求が

あった場合は、不開示情報として規定された事由以外の情報を開示している。

2006（平成18）年４月から2007（平成19）年３月までの厚生労働省に対する開示請求件数は

1,560件、訂正請求件数は４件、利用停止件数は０件であった。開示請求件数の内訳は、本省受

付分として47件、地方支分部局及び施設等機関の受付分として1,513件であり、この受付件数は

他府省庁と比較しても相当程度多く、行政事務の性格上、個人情報を多数保有する厚生労働省

の特徴を示している。

2006年（平成18）年４月１日に、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効

等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を定めることにより、公益通報者

の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の規定

の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする

「公益通報者保護法」が施行された。厚生労働省においては、公益通報窓口を設置し、内部職員

等及び外部の労働者からの公益通報の受付を行っている。受理した公益通報については、通報

1 行政機関情報公開法の施行

2 行政機関個人情報保護法の施行

3 公益通報者保護法の施行

情報公開・個人情報保護の推進第5節
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に関する秘密を保持した上で、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合は、

法令に基づく処分又は勧告等の措置を講ずることとしている。

2006（平成18）年度の厚生労働省における政策評価については、内閣の重要政策等を踏まえ

て、重点評価課題を選定し、評価を行う等の新たな取組みを実施したところである。

2006年度の具体的な実施状況としては、

① 事前評価については、新規事業（2006年度予算の概算要求を伴う新たな政策（事業）の

うち、重点的なもの又は10億円以上の費用を要するもの）35件、個別公共事業（事業採択

時）33件及び研究事業39件に関して事業評価方式によりそれぞれ実施するとともに、

② 事後評価については、厚生労働行政全般にわたる施策（12の基本目標及び143の施策目標

による政策体系）のうち108件に関して実績評価方式により、主要な制度の変更等を行う施

策７件に関して総合評価方式により、個別公共事業（事業採択後５年経過時に継続中のも

の）155件、研究事業357件及び事前評価を実施した事業のうち事業開始から３年を経過し

たもの12件に関して事業評価方式によりそれぞれ実施したところであり、その評価結果に

ついては、2006年４月以降順次公表している。

また、厚生労働省が行う政策評価の基本的事項を定めた「厚生労働省における政策評価に関

する基本計画」は、2006年度末でその計画期間が終了することから、2007（平成19）年度から

2011（平成23）年度までの「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第２期）」を2007

年３月に定めたところである。

その主なポイントとして、①近年の制度改正等を踏まえた政策体系の再整理、②施策目標ご

とに施策目標全体の達成状況を評価する指標の設定、③各指標の達成水準の数値化と可能な限

りのアウトカム指標の設定、④政策評価と予算・決算との連携強化、⑤より分かりやすい評価

書様式の作成、⑥必要な情報へアクセスしやすく、掲載情報の充実したホームページへの改良

等があげられる。

2007年度以降、第２期基本計画の下で、より有効な政策評価を実施することとしている。

2002（平成14）年度において厚生労働省が所管する独立行政法人は３法人であったが、「特殊

法人等整理合理化計画」（2001（平成13）年12月19日閣議決定）等に基づく特殊法人等からの移

行等による新たな独立行政法人の設立により、厚生労働省が所管する独立行政法人は16法人

（共管法人２法人を含む。）となった。

2 独立行政法人評価の取組み

1 政策評価の取組み

政策評価等の取組み第6節
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厚生労働省独立行政法人評価委員会の下に６つの部会が設けられ、各部会が担当法人を分担し

て、中期目標策定等に当たっての審議や各事業年度の業務実績の評価などを行っている。

2006（平成18）年度には、各独立行政法人の2005（平成17）年度の業務実績の評価結果が取

りまとめられるとともに、中期目標期間が終了した国立健康・栄養研究所、産業安全研究所及

び産業医学総合研究所の中期目標期間全体の業務実績の評価結果が取りまとめられ、公表され

たところである。

2006（平成18）年の第164回通常国会における「ねんきん事業機構法案」及び「国民年金事業

等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」の審議の時期に、各地の社会

保険事務所において、国民年金保険料の免除等に係る事務処理について、法令等に定める手続

に反する多くの事例があったことが明らかになった。

社会保険庁では、この事案について、2006年５月から８月にかけて、３次にわたる調査報告

書を取りまとめるとともに、厚生労働省においても、大臣政務官主宰の「社会保険庁国年保険

料免除問題に関する検証委員会」を開催し、2006年８月に報告書の取りまとめを行った。

社会保険庁としては、これらの結果を踏まえ、関与した職員に対する厳正な処分を行ったほ

か、各般にわたる再発防止の措置を講ずるとともに、業務改革・職員の意識改革を進めた。

コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が５千万件あることなどの、いわゆる

年金記録問題により、国民の信頼を損ねたことについて、国民の皆様に深くお詫び申し上げる。

こうした年金記録問題の対応策として、「年金記録への新対応パッケージ」を2007（平成19）

年５月25日に、「年金記録問題への新対応策の進め方」を同年６月４日にそれぞれ公表した。ま

た、同年７月５日には政府・与党で「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制

の確立について」が取りまとめられ、発表された。

それらの対策の主な概要は以下のとおりである。

① ５千万件の年金記録の名寄せを、氏名、生年月日等に係る条件を用いて同一人か否かの

仮判定を行うプログラムを開発した上で、2007年12月から2008（平成20）年３月までを目

途に実施するとともに、記録が結びつくと思われる方へのお知らせを2008年３月までを目

途に、その他のすべての方についても、年金受給者の方については同年５月までを目途に、

現役加入者の方については同年10月までを目途に、加入履歴をお知らせする。

第11章行政体制の整備

301厚生労働白書（19）

1 国民年金保険料の免除等に係る事務処理の問題について

2 年金記録問題について

年金実務の信頼回復に向けた取組み第7節
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② 年金記録の名寄せと並行して、別途、死亡者や一時金受給者の状況等、５千万件の記録

の内容を解明して公表する。

③ 社会保険庁等の保管する台帳等の記録とコンピュータの記録との突き合わせを計画的に

実施し、進捗
しんちょく

状況を半年ごとに公表する。

④ 社会保険庁等に納付記録がなく、本人も領収書等がない場合には、総務省が中央及び地

方に設置する「年金記録確認第三者委員会」において公正に判断する。また、年金記録問

題発生の経緯、原因、責任の所在等について、「年金記録問題検証委員会」を総務省に設置

し、徹底的な調査・検証を行う。

⑤ 今後、年金の記録を適正かつ効率的に管理するために、現行の旧式の記録管理システム

（レガシーシステム）を刷新するとともに、国民が容易に自分の年金の記録を、社会保険事

務所等の窓口はもとより、自宅においても常時安全かつ迅速な確認を可能とするため、１

人１枚の社会保障カード（仮称）を2011（平成23）年度中を目途に導入する。

このカードは年金手帳の役割を果たすだけでなく、健康保険証、さらには介護保険証の

役割も果たすものである。

⑥ 社会保険庁が日本年金機構に移行するまでの間、総務省に「年金業務・社会保険庁監視

等委員会」を設置し、年金記録問題の対応策の実施状況や社会保険庁の業務の執行状況に

ついて、同委員会が第三者の立場から報告の聴取やチェックを行う。

これらを通じ、年金記録の管理について、裁定時に記録を確認することを基本とする従来の

姿勢・仕組みを改め、国民が、いつでも自分の年金記録を確認できる、国民の信頼に足るシス

テムに再構築することとしている。

なお、年金記録の訂正による年金の増額分について、時効により消滅した分を含めて、全額

を支給するため、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法

律案」が2007年５月、第166回通常国会に提出され、同年６月30日に成立し、同年７月６日から

施行されている。

2007（平成19）年６月に成立した「日本年金機構法」では、社会保険庁を廃止・解体６分割

し、非公務員型の公法人である日本年金機構の設置（2010（平成22）年１月予定）などを進め、

国民に信頼される組織に再生することとしている。この機構においては、①能力と実績に基づ

く職員人事を徹底し、②民間企業へのアウトソーシングを推進する等により、サービスの向上

及び効率的かつ効果的な業務遂行の実現を図ることとしている。そして、①機構が自ら行う業

務と委託する業務との区分その他の委託の推進についての基本的事項、②機構の職員の採用に

ついての基本的事項について、内閣官房に設置される第三者機関の意見を聴いた上で、機構の

当面の業務運営に関する基本計画に定め、機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、適正かつ効

率的な事業運営を図ることとしている。

3 日本年金機構の設置に向けて
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また、機構の職員の採否を決定するに当たっては、機構の設立委員が委嘱する第三者機関の

意見を聴いて、厳正な審査の上で採否を決定することとしている。

厚生労働省・社会保険庁としては、年金記録問題など、近年の度重なる不祥事について、国

民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、以上の諸施策を通じて、社会保険事業に対する国

民の信頼回復に向けて全力をあげて取り組むこととしている。

第11章行政体制の整備

303厚生労働白書（19）


